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要 旨 

戦間期アメリカでは，教員免許更新制度や上進制が導入されたが，現職教員の教育機

会は不十分であった。本報告では，ウィスコンシン大学，コロンビア大学，各種の全国調

査などを手掛かりに，大学拡張事業が現職教員に学び続ける機会を提供し，職能開発を担

ったことを明らかにした。大学拡張事業の意義として，①現職教員が働きながら学位や資

格を取得できる課程を提供するとともに，日常の教育活動を支える多様なサービスを提供

したこと，②教員過剰による質的低下の危惧に対して，行政や外部の組織団体と協働して

現職教育の質的向上に貢献したことを指摘した。 

課題設定 

本報告の目的は1，戦間期のアメリカにおける現職教員の教育機会の拡大に果たした大

学拡張事業（University Extension Service）の意義を明らかにすることにある。「大学

拡張」とは，今日では「大学開放」と呼ばれており，大学の物的・人的・知的資源を社会に

開放する活動である。大きく「大学教育の開放」と，施設や人材あるいは研究成果を含めた

「資源の開放」という二つの意味があるが，本報告では，「大学教育の開放」の側面とし

て，学外の人々に教育を提供する各種事業をとりあげる2。 

第一次大戦と第二次大戦の戦間期は，教育免許状を試験検定で取得する方式にかわっ

て，大学の履修証明に基づいて卒業後に発行される方式が定着した時代である。1920 年
代には師範学校（normal school）から教員養成カレッジ(teachers college)への昇格運

動が進むとともに，校種別・教科別に免許状が分化していった。1930 年代になると，下

級免許状の更新を制限することで上級免許取得を促す更新・上進制が進展した。そのた

め，現職教員は，より上位の資格獲得をめざして，学び続ける機会を必要とした3。本報

告では，大学がこうした現職教員に対して，どのような教育機会を提供していたのかに着

目する。 

この課題を設定した理由は，今後日本の大学がどのように現職教員を支援するべきか

について，十分な展望が描かれていないためである。たとえば，教員免許更新制導入から

約 10 年を経て，大学が現職教育に直接に関わる機会が増えたものの，「教員が大学卒業後

も学びを継続する体制が不十分である」4と指摘されている。また，「養成は大学，採用・

研修は行政」という「棲み分け」を脱皮して大学と行政が連携・協働するよう求められて
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いるが5，これをどのように進めるのかについて，具体像はいまだ明確でない。これに対

し，日本がモデルのひとつとするアメリカでは，歴史的に教員免許資格の更新・上進制度

が現職教育と連結してきたために，大学は，現職教育の要であった。とくに，現職教員に

とって，大学拡張事業は大学教育を受けるための身近な方法であった。けれども，その歴

史的理解は十分とはいえず，教員養成史研究でも等閑視されてきた6。 

アメリカの大学拡張事業は，今日でも重要な現職教育の手段である。近年はオンライ

ン教育が普及しているが，当時の形態は，拡張課程（extension course）と通信教育課程

（correspondence course）の二つであった。前者は，大学構内・構外で開催される授業

で，講義に引き続いて討論や質疑応答が行われ，最後に課題・試験が課される。後者は，

家庭学習を基本とし，郵送による定期的な課題の提出が課される。アメリカで大学拡張部

（Extension Division）と呼ばれる専門組織を置いて事業を展開したのは，シカゴ大学が

最初で，1890 年代に遡る。1900 年代になると，ウィスコンシン大学をはじめとする州立

大学が大学拡張部を置き，1914 年までには，全高等教育機関約 600 校のうちの 103 校が

何らかの拡張事業を展開した。1920 年代には，大学拡張部が夏季学校（summer school）

の運営を担う場合もみられた7。こうした展開において，初等・中等学校の教員は，当初

から主要な受講者であったが，これまでは実態が解明されてこなかった8。 

大学拡張事業と教員養成の関係に着目した研究としては，ケットによる成人教育史研

究が挙げられる。彼は，大学拡張事業は，安上がりの教員養成の代替ルートとみて厳しく

批判しているが，通史であるために概説にとどまっている9。これに対し，教職とジェン

ダー問題に関心をもつオグレンは，夏季学校が女性教員の職能成長や社会的・経済的地位

の向上を促したことを解明した。ただし，大学拡張については重要性を指摘するにとどま

り，詳細な分析にはいたっていない10。 

そこで，本報告では，大学拡張事業がどのように現職教員のニーズに応えたのか，ま

た，その営みが教師教育の発展にいかなる意味をもっていたかを明らかにする。具体的に

は，第一に，第一次大戦期の教員不足から教員養成基準の上昇にいたる過程をたどり，現

職教員が大学拡張事業に期待を向けていく背景を明らかにする。第二に，1920 年代にお

いて，現職教員が大学拡張事業に参加していた実情と，教育活動の充実のために大学拡張

部がどのようなサービスを提供したかをみる。第三に，教員の過剰供給に伴って教育の質

が問われたさい，質的向上のためにどのような取り組みが行われたかを明らかにする。最

後に，これらの分析の結果をまとめ，大学拡張事業が現職教員の教育機会拡大に果たした

意義と課題を考察する。なお，大学拡張事業については包括的な調査統計がないため，全

米教育協会（National Education Association：NEA），連邦教育局，カーネギー財団，な

らびに，大学拡張事業の全国協会である全米大学拡張協会（National University 

Extension Association: NUEA）11などの調査研究を手掛かりに分析する。 

１．第一次大戦期の教員不足と教員養成基準の上昇 

（１）教員不足から教員資格の向上へ

19 世紀末以来，アメリカ公立学校の典型的な教員像は，ミドルクラスあるいはそれ以 
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下の出身階層の未婚女性であり，その社会的地位は総じて低かった。とくに第一次大戦期

は，男性教員が戦地に赴いたうえに，他業種に比べて教員の給与水準が低かったことか

ら，教員が不足した。不足を補うために州・郡は臨時免許状を発行したが，要求する教育

水準が低く，教職経験を必要としない場合もあった。その結果，全国的にみると，1919－

20 年当時，高校卒業後 2 年未満の学歴しかもたない教員が約三分の二を占めた12ように，

十分な高等教育を受けた教員が育成されていなかった。 

1920 年代になると，中等学校進学率の急上昇を受けて，教員資格の向上が喫緊の課題

となった。たとえば，中等学校（前期・後期を含む）の生徒数は，1919－20年に

2,200,389 人であったが，1926－27 年には 3,757,446 人になった13。これに対応するた

め，教員免許資格が校種別・教科別に分化していった。たとえば，1910 年代までは，初

等教育でも中等教育でも有効な教員免許状はすべての州で発行されていたが，1921 年に

は 42 州に減少し，前期中等教育段階を教えるための上級免許状を発行する州が増えてい

った14。また，学校教育のカリキュラムの充実により，音楽，芸術，体育などを教える資

格が定められたほか，養護教諭，訪問教員，学校司書などの資格が導入された。 

（２）教員養成基準の向上と現職教員の課題

1920 年代には，さまざまな免許資格が必要となったため，教員養成は高等教育機関で

行われるようになっていった。たとえば，各州では，高校専攻科の教員養成課程を廃止す

る方針が打ち出された。また，師範学校から教員養成カレッジへの昇格運動が進んだ。

1919－20 年から 1929－30 年では，師範学校は 138 校から 66 校に減少し，代わって，教

員養成カレッジは 39 校から 125 校に増加した。中等学校教員の待遇改善が進んだことに

加え，教員養成カレッジが通いやすい身近な高等教育機関であるという理由から15，教員

養成機関（師範学校と教員養成カレッジを含む）の在籍者は，1919－20 年では 208,763
人であったが，1925－26 年では 288,175 人となったように約 38％の増加が見られた16。 

教員養成基準が上昇していくなかで，現職教員は，より上位の資格を取得するための

教育の機会を必要とした。というのは，1921 年当時，最下級免許状は，17 州で更新が認

められず，6 州では更新 1 回までという制限が定められたように，教職を続けるには上級

免許状が必要だったからである17。 

現職教育の方法は，読書会，夏季学校，研究休暇，フィールドトリップ，研究授業，

研究論文など多様であったが，当初の主たる担い手は，地方自治体の教育委員会が開催す

る教員講習会（ティーチャーズ・インスティテュート）であった。それは，最新の教育技

術や教育課題などを講義や演習を通じて学ぶ講習会で，数日から数週間の単位で学校休業

期間等に開かれた。参加を義務付けていた州は 1921 年の時点で 26 州にのぼっていたもの

の，期間が短い，単発的でテーマの連続性に欠ける，内容が浅いなどの理由で，不十分さ

が指摘されていた18。それに代わって，現職教員は，大学拡張事業を高等教育の機会とし

て期待した。 
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２. 1920 年代の現職教員の要求と大学拡張事業の発展

（１）高等教育の機会

教員が大学拡張事業に殺到していたことは，NUEA 年次大会での調査報告（1929 年）19

からうかがえる。それによれば，「シカゴ大学，インディアナ大学，ノースカロライナ大

学，オレゴン大学，ウィスコンシン大学，テキサス大学では，受講者の約 60％が教員」

であり，テキサス大学では 1316 人中，705 人が教員であったという20。また，ミネソタ大

学では，受講者 5,432 人のうち 1,328 人が教員で，そのうち 1,217 人が女性であった。平

均年齢は男性 27.2 才，女性 30.8 才であり，典型的な受講者は 30才前後の女性教員であ

ったとされる21。 

カーネギー財団の委託調査 (1926 年)による 29 大学対象の調査によれば22，開講された

コースは，拡張課程は 3,328 コースで，そのうち，大卒資格を得るための単位認定課程

(Credit course)が 2,764 コースであったのに対して，非単位認定課程(Non-credit 

course)は 564 コースにとどまっていた。通信教育課程も同様で，3,647 コースのうち，

単位認定課程 2,973 コースに対して，非単位認定課程は 674 コースに過ぎなかった。すな

わち，拡張課程も通信教育課程も約 8割が単位認定課程であったように，単位認定課程の

開講数が大幅に上回っていた23。カリフォルニア大学でも，「上昇する教員資格要件を満

たそうとする教員たちの要求が，拡張事業における単位認定課程の強化を促した」24とさ

れるように，教員たちは単位認定課程の履修を望んでいたことがうかがえる。 

教員養成機関（師範学校・教員養成カレッジ）でも，こうした動向は同様であった。

その実態は，1926 年に開かれた全米教育協会(NEA)年次大会での調査報告からうかがえ

る。それは，州立教員養成カレッジ協会が教員養成機関 193 校を対象にして行った質問紙

調査で，125 校から回答があった。調査結果によると，84校が拡張事業を行っており，そ

のうち 68校が単位認定課程を開講していたように，拡張課程を通じて大卒資格の獲得が

めざされていた。そこでは，拡張課程で取得できる 1 単位当たりの費用は，大学の正規課

程に比べると安価だったため，教員たちは働きながら学費を賄うことができたという25。 

1929-30 年の連邦教育局による高等教育機関の全国調査では，公立・私立をあわせた約

800 校の高等教育機関のうち 443 校が何らかの大学拡張事業を行っており， そのうち 109

校が教員養成機関であったとされている26。拡張課程の受講者は，1919－20 年から 1929

－30 年までに 70,031 人から 195,549 人となり，279.2％も増加した。通信教育受講者の

増加はさらに顕著で，同時期に 13,040 人から 88,417 人と 678.0%の増加となっている27。 

以上のように，1930 年代までに，大学拡張事業は，より上位の学歴を求める現職教員

の高等教育要求を吸収する役割を担っていたことがうかがえる。 

（２）大学拡張部による教育活動の支援

大学拡張部は，学位取得のための課程に加えて，新しく導入された免許資格に対応す

るための各種のコースも開発した。たとえば，ウィスコンシン大学拡張部は，学校司書や

体育科目が学校教育に導入されたさい，それぞれの資格に対して新たに設定された要件を

満たすための通信教育課程を開発した。ウィスコンシン州教員組合によれば，1921 年で
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700 人の教員が最下級の免許資格要件を満たしていなかったが，1923 年にウィスコンシン

州教育委員会が大学拡張事業の履修単位を免許取得要件として認めたため，農村部の教員

がこぞって参加したという。その結果，1927 年から 1931 年までに 15,627 人が通信教育

課程を受講した28。 

大学拡張部は，日々の教育活動を支援するさまざまなサービスも提供した。たとえ

ば，図書，映画やスライドなどの視聴覚教材，劇の脚本，音楽の楽譜など，学校教育で用

いる教材や機器をひとつのパッケージにして，週ごとに学校間で巡回するルートを設定

し，効率的に配給するシステムを開発した29。ペンシルバニア州立大学拡張部は，単に教

材を貸し出すだけでなく，視聴覚教材の活用講座を開き，ペンシルバニア州教育委員会が

設定した基準を満たした教員に修了証を発行するなどして教員の職能開発を支援した30。

また，大学拡張部は，高校生に対する通信教育課程の開発も担った。たとえば，ネブラス

カ大学は，農村部の高校では専門科目を担当できる教員が不足していたため，「監督によ

る通信教育課程（supervised correspondence course）」を開始した。これは，大学拡張

部が開講する通信教育課程を高校生が履修するさい，高校教員が生徒の学習過程や試験等

を管理する課程で，ネブラスカ州教育委員会と連携して行われた。学習内容は中等教育レ

ベルであったが，高度な学習の機会が少ない農村部の高校生の大学進学準備に役立った。 

以上のように，大学拡張部は，教員の教育活動を様々な方面で支援する役割を担って

いた。 

３．1930 年代の教員過剰供給と質的向上への取り組み 

（１）教員過剰供給と質に対する批判

1920年代後半になると，大学や教員養成カレッジの卒業者増加によって教員不足は解

消し，1929年の世界恐慌を経て過剰供給となった。そのため，教職に就くための競争が発

生し，教員の学びの質が問われる時代となった。 

そのさい，現職教員の多くが履修していた大学拡張事業に対して，質が低いという批

判が向けられた。実は，このような批判は，1910年代にも示されていた。たとえば，『ネ

イション(Nation)』（1915年）という雑誌には，「大学拡張の危険」と題する次の記事が掲

載されていた。 

「コロンビアもシカゴも，近隣の都市で何千もの人々に，サービスを提供している。ミ

ネソタやカリフォルニアでは，州のあらゆる街角にまで大学が行き渡っている。いま起こ

っている危険は，これほどまでに，この活動が拡大するとは予想されていなかったために

生じた。拡張教育が大規模に行われたために，大学に入学するのにふさわしくない人々に

までその領域を広げることになり，大学の知的威信を損なう脅威となった。その脅威は，

ますます大きくなっている。」31  

 記事の内容は，大学拡張事業が大学の威信を傷つけているとするものであった。拡張課

程は，「あまりに簡単で，あまりに誘惑的なので，ほんの数時間で，長年積み上げられて

きた知的な富を盗み，『にやにや笑ってバークレーを制覇する』ことができるように思わ

れてしまう」として，質の低さを批判したのである32。 
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同様の批判は，1920 年代を通じて度々みられたが，社会的に影響が大きかったのは，

フレックスナー（Ａ．Flexner）の『大学論－アメリカ・ドイツ・イギリス』（1930 年）

であった。フレックスナーは，アメリカの医学教育に革命をもたらすレポートを発表し，

プリンストン高等研究所を創設した教育改革者である。比較大学論である本書の中で，彼

は，大学拡張事業はアメリカ特有の「教育ビジネス」であり，「コロンビア，ハーバー

ド，シカゴ，州立諸大学」や「名声と重要性をもつ他の多くの大学が，教育を「販売」し

ている」と批判した33。彼は，コロンビア大学は，「大学レベルの教育」を謳い文句に大

衆を惑わし，大学の品位を貶めていると述べた。なぜなら，わずかな費用で「教室で提供

されている課程と同一の領域」を学べるという魅惑的な広告で人々を「家庭学習（Home 

Study）」へと誘っているが，「結局は，出たり入ったりで結局何も得るところがない何千

人という放浪者」が生まれているからという。また，拡張事業を担当する人物は，学科が

推薦してきた「最も優秀な若手」というふれ込みであったが，実は「俸給が乏しいので余

分な収入が必要な三流の人間」だったと暴露的に紹介し，レベルが低いと批判した。さら

に，ウィスコンシン大学をはじめとする州立諸大学が「小学校の課程」から「学位への単

位となるような」大学の課程まで提供していることや，ビジネス，産業，厚生，衛生，慈

善事業，学校問題などのあらゆる日常的雑事に従事している点については，一定限度を超

えると「大学にとっても社会にとっても有害になってしまう」と述べた。大学拡張事業に

時間と労力を費やすあまり，人間の知識の進歩，自由な知性の涵養といった大学が果たす

べき使命が損なわれているというのである34。 

（２）質的向上への取り組み

 上記の批判は，翌年に開かれた NUEA 年次大会（1931 年）で論議を呼んだ。大学拡張指

導者たちは，フレックスナーの指摘には事実誤認があるうえ，高等教育の機会がない人々

の立場を理解していないエリート主義であると反論した35。しかしながら，実はフレック

スナーの指摘は必ずしも間違いとはいえなかった。なぜなら，大学拡張事業に参入する高

等教育機関が増えたために，講師の資格や教育内容は不統一だったからである。たとえ

ば，前述した州立教員養成カレッジ協会の調査（1926 年）によれば，抽出調査対象 10 校

のうち，拡張事業を正規教員だけで運営していたのは 2校に過ぎず，6校は拡張事業専任

の講師を雇用し，3 校は教育長や校長を臨時講師として採用していた36。教育長や校長は

地域の学校問題に通じているが，学歴の面では正規課程の担当者より劣っており，当該科

目の専門性に欠けていた。拡張課程で取得した単位が大学の卒業単位に加算できるか，教

員免許状の更新・上進に有効かどうかも明確ではなかった37。 

こうした事情から，たとえば，インディアナ大学は，次のように，州内の教員養成カ

レッジや教育委員会と協力して統一したルールを策定することに賛同した。

「インディアナ州では，私立・公立ともに多くの機関が拡張事業を行っているため

に，拡張事業で提供される教員養成課程の基準をいかにコントロールするかが問題になっ

ている。これらは極めて困難な管理上の問題や煩わしい問題を含んでいるけれども，イン

ディアナ大学は，州教育委員会によって示された厳格なルールの確立を歓迎する。」38 
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インディアナ州教育委員会が示したルールは，以下のとおりであった39。

１． 教員免許状取得に必要な単位として認定を希望する機関は，事前に，拡張課程な

らびに通信教育課程の授業概要を提出すること 

２． 教員養成課程として認証を受けた機関は，効率的な事業運営に責任をもつディレ

クターを擁する大学拡張部を置くこと 

３． 拡張課程の教員の平均授業担当時間は，正規課程を含めて1週につき21時間を超え

てはならないこと 

４． 教員養成課程に入学を認められた学生は，当該課程の履修によって得られる教員

免許状の種類について書面で助言を受けること 

５． 大学拡張部のディレクターは，入学希望者に対して，拡張課程で得られる免許状

の更新・上進について適切な助言を与えることに責任を持つこと。 

このルールは，インディアナ大学，パデュー大学，インディアナ州立教員養成カレッ

ジ，ボール州立教員養成カレッジの賛同を得られた。これらの４大学は，教員の人事交流

を奨励してそれぞれの拡張課程の運営に協力することとなった。州によって教員免許の在

り方は異なるものの，上記の事例は，大学拡張事業が現職教育の担い手として教員免許資

格制度に組み入れられたことを示す一例といえよう。 

 質的向上の要請は，教員養成課程だけでなく，拡張事業全体の課題であった。それゆ

え，単位認定基準については，NUEAと，大学基準認定協会であるノース・セントラル大学

協会（North Central Association of Colleges and Schools: NCACS）の間で議論が繰り

返された。NCACSは，拡張課程は，正規課程に比べると，高卒資格を満たす受講者の割合

が低い，1クラスあたりの人数が多い，単位認定に要する授業時間が短い，講師の授業負

担が大きいと批判し，大卒資格を得るには，他大学との単位互換は半期30単位までとし，

正規課程に1年以上在学するなどの条件を提示した。議論の結果，NUEAはNCACSとの協議に

よって単位認定基準ならびに単位互換条件を設定することが定められた40。 

以上のように，大学拡張指導者たちは，単位認定や教員免許資格の基準に関するルール

を，教育委員会，他大学，外部組織団体と共有することで，質的向上をめざした。 

（３）現職教育の高度化

1930年代半ばになると，終身免許状廃止の議論が起こり，免許資格更新のための現職

教育のさらなる充実が求められた。具体的には，大学での単位履修のみならず，専門書の

リーディング，教育視察，論文執筆，教育実習のコーチング，奉仕活動等も免許状の更新

や終身免許状取得要件として要請されるようになった41。NUEAも，単位を認定する拡張課

程では，特別な専門性が保証されない限り，教育長や校長を講師に採用しない方針を定め

たように42，学校管理職には，高度な専門性が期待されるようになった。 

そこで，夏季学校では，大学院の学位を取得するコースが強化された。大学院の正規

課程では，教育社会学，教育テストと測定，教育方法，学校管理，研究コース，セミナー

といった内容が教えられており，現職教員にも，養成段階の延長線上としての教育技術だ

けでなく，教育に関する研究能力を高めるコースが開かれた43。ピッツバーグ大学大学院
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研究科長が，現職教員が学ぶ拡張課程は，「理論と実践を融合できる実験室」であり，共

通の関心をもつ均質な集団であるだけに，「正規課程の学生よりも目覚ましい成果が期待

できる」と述べたように，大学院レベルの現職教育の重要性が強調された44。それは，教

員自身の成長が見込めるうえに，学校システムの調査と問題解決の方法が発見できれば，

まさに「一石二鳥」となるという主張であった45。このように，1930年代には，単に教員

の資格不足を補うというよりも，教職の専門性を高める役割が大学拡張事業に求められ

た。 

ただし，大学院レベルの拡張課程を提供できたのは，主として威信の高い研究大学で

あり，履修していたのは一定の学歴と職歴を持つ教員であった。高度な科目の単位取得に

対しては，州教育委員会から補助金が出る場合があったため，管理職を希望する教員はそ

うした研究大学の拡張課程を履修した。これに対し，教員養成カレッジの開講科目は，

「英語，歴史，地理，数学」といった一般科目中心であり，「実験科学に関しては，科目

の性質上，通信教育課程では効果的に研究できないし，拡張課程でも特別な条件が整った

ときのみ」開講されるというように，専門科目は十分に開講できなかった46。ここから，

拡張事業で提供される科目のレベルの差が広がるとともに，開講主体である高等教育機関

の序列的構造が生まれていたことが推察される。 

まとめ 

本報告で明らかにした点は，以下のようにまとめられる。 

第一次大戦期は，教壇に立つための十分な資格や経験をもつ教員が不足した。現職教

員は，教員養成基準の上昇による免許状の更新・上進制が進展した1920年代において，高

等教育の機会を必要とした。現職教員は，上位の資格要件を満たすために，大学拡張事業

によって大卒資格を得るための単位取得課程を履修した。大学拡張部は，現職教員が必要

とした新たな知識・技術や教材・機器を提供し，各種の教育プログラムを開発して教育活

動を支援した。教員過剰供給となった1930年代になると，大学拡張事業は安易な教育ビジ

ネスであり，質が低いと批判された。そこで，大学拡張指導者たちは，州教育委員会や大

学基準認定協会と協力して単位認定基準を示すことで，質を保証した。学校管理職に対し

ては，教育に関する研究能力を高めるための大学院レベルの高度な拡張事業が展開され

た。ただし，研究大学と教員養成カレッジとでは開講科目や受講者層のレベルが異なって

おり，高度なレベルの科目には一定の受講資格が要求されるようになった。 

以上の歴史像から，大学拡張事業が現職教員の教育機会拡大に果たした意義として次

の二点を指摘したい。第一は，大学拡張事業が，教員免許資格基準の引き上げに対応し，

現職教員が働きながら学ぶ機会を拡大したことである。これにより，教員不足を補い，教

員の量的拡大に貢献した。第二は，質的低下の危惧に対して，大学拡張指導者たちが，教

育委員会や近隣大学ならびに外部の組織団体と協働して単位認定基準を定めるとともに，

大学院レベルの拡張課程を提供することで，現職教育の質的向上に貢献したことである。

これら二点は，教員の量的拡大と質的向上という，相反するニーズに応えつつ，大学拡張

事業が現職教育の充実に寄与してきたことを示している。今後日本の大学も，近隣大学や
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教育委員会との連携・協力関係を築き，現職教員が学びやすい環境づくりを行い，これら

の二つのニーズに応える質の高いプログラムを構築することが必要である。 

しかしながら，懸念されるのは，誰にも等しく開かれるはずの大学拡張事業にも，研

究大学を頂点とする高等教育機関の序列的構造が反映されはじめたのではないかという点

である47。教員養成カレッジの拡張課程では大卒資格獲得のために一般科目を履修し，管

理職向けの専門科目は研究大学の大学院で履修するという構図がうかがえるからである。

そこでは，教員養成カレッジが担うべき教職の専門性とは何かが不明である。また，学位

の種類と学校管理職の職階の連動は，主体的な自己研鑽というよりも，形式的で受動的な

研修姿勢を招きかねない。これらの点もまた，日本への示唆として受け止めるべき問題で

あるが，これらについては，今後の課題としたい。 
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